
税 率
195万円
330万円
695万円
900万円

1,800万円
4,000万円
4,000万円

（令和５年１月現在）

～
～
～
～
～
～

～

5%
10％
20％
23%
33%
40%
45%

人的控除等
最高48万円
最高38万円

38万円
など

基礎控除
配偶者控除
扶養控除

給
与
収
入（
年
間
収
入
）

給
与
所
得
の
金
額

給
与
所
得
の

金
額
の
計
算

課
税
所
得
の

金
額
の
計
算

税
額
の
計
算 算出税額 納付税額

税額控除

（
課
税
ベ
ー
ス
）

課
税
所
得
の
金
額

人
的
控
除
等

給
与
所
得
控
除

162.5万円
180万円
360万円
660万円
850万円
850万円

～
～
～
～
～

～

 40％
 30％
 20%
 10% 

55万円
10万円
8万円
44万円
110万円
195万円

 －
 +
 +
 +

給与所得控除

　所得税は、給料や商売の利益、あるいは土地を売って得た利益などに
対して課される税金です。例えば、会社員の給与の場合、

　このように、所得税は、所得の大きさに応じた負担を求めることが
でき、また、家族構成などの事情に応じたきめ細かな配慮を行うこと
ができるものとなっています。

給与所得者の所得税額計算のフローチャートイメージ

① 給与収入（年間収入）から給与所得控除を差し引いて所得金額を
算出した上で、

②

③

税金を納める人の税負担能力に配慮するため、所得金額から基礎
控除、配偶者控除などの所得控除額を差し引き、
その残額に対して超過累進税率（所得が高い部分ほど適用される税
率が高くなる仕組み）を適用して税額を計算します。
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　収入には様々なものがありますが、その収入の性質によって次の10
種類の所得に分けられます。また、それぞれの所得の性質に応じて、所
得の計算方法、課税方式などが定められています。

所得の種類 対　　　象 課税方式

利子所得 公社債や預貯金の利子などに係る所得 源泉分離課税

申告不要
総合課税
申告分離課税

総合課税

総合課税

総合課税

総合課税（注）

総合課税

総合課税（注）

分離課税

分離課税

配当所得

不動産所得

事業所得

給与所得

退職所得

山林所得

譲渡所得

一時所得

雑 所 得

不動産や船舶、航空機などの
貸付けによる所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、
サービス業、その他の事業から生ずる所得

退職手当などの所得

山林の譲渡などによる所得

資産の譲渡による所得

公的年金などの所得
上記の所得のいずれにも当てはまらないもの

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の
一時の所得で労務その他の役務又は資産の
譲渡の対価としての性質を持たないもの

給料、賞与などの所得

法人から受ける配当などに係る所得

（注）一部、分離課税として取り扱われるものがある（株式等の譲渡による所得、土地等の譲渡による所得、先物取引による所得など）。

主な所得の種類について2
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主
な
基
礎
的
な
人
的
控
除

主
な
特
別
な
人
的
控
除

基礎控除 ●本人 2,500万円以下
（2,400万円超から控除額が逓減）

配偶者控除 ●生計を一にし、かつ、合計所得金額が４８万円以下である
　配偶者（控除対象配偶者）を有する者

1,000万円以下
（900万円超から控除額が逓減）

配偶者特別控除 ●生計を一にし、かつ、合計所得金額が４８万円を超え１３３
   万円以下である配偶者を有する者

1,000万円以下
（900万円超から控除額が逓減）

扶養控除 ●生計を一にし、かつ、合計所得金額が４８万円以下である
　一定の親族等（扶養親族）を有する者 ―

障害者控除 ●障害者である者
●障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者 ―

寡婦控除
①夫と離婚したもので、かつ、扶養親族を有する者
②夫と死別した後婚姻をしていない者
  ※ひとり親に該当する者は除く
  ※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある者は対象外

500万円以下

ひとり親控除
●現に婚姻をしていないもので、かつ、生計を一にする子（総
　所得金額等が48万円以下）を有する者
   ※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある者は対象外

500万円以下

勤労学生控除 ●本人が学校教育法に規定する学校の学生、生徒等である者 75万円以下かつ
給与所得等以外が10万円以下

対象者 本人の所得要件
（合計所得金額）

　全ての方に適用される基礎控除や、個人の様々な事情（世帯構成な
ど）を踏まえた控除が設けられています。

主な人的控除について3
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0%

10%

20%

30%

40%

60%

50%

0 5,000 10,0009,0008,0007,0006,0004,0003,0002,0001,000
給与収入
（万円）

モデルケースとして第１子が就学中の19歳、第２子が就学中の16歳として計算。
表中の数値は各国の実効税率。端数は四捨五入している。
日本は所得税、個人住民税（所得割）及び復興特別所得税が含まれる。米国は連邦所得税及びニューヨーク州所得税が含まれる。
なお、別途地方政府（郡・市等）により所得税が課されうるが、これを加味していない。
ドイツは所得税及び連帯付加税（所得税額の０～5.5%）が含まれる。フランスは所得税及び社会保障関連諸税（9.7％）が含まれ
る。 各国の負担率を計算するにあたっては、様々な所得控除や税額控除のうち、一般的に適用されているもののみを考慮して計
算しているため、米国の勤労税額控除、英国の勤労税額控除（全額給付措置）等の措置は考慮していない。
邦貨換算レート：１ドル＝142円、１ポンド＝168円、１ユーロ＝145円（基準外国為替相場及び裁定外国為替相場：令和5年
（2023年）１月中適用）。

（注１）
（注２）
（注３）  
　　　

（備考）

（2023年1月現在）（2023年1月現在）

41.7%（仏）
39.8%（独）

31.8%（米）

42.5%（英）
48.4%（日）

フランス

ドイツ

日本

米国

英国

　所得税の最高税率は、かつて70%（課税所得8,000万円超の部分）
でしたが、負担累増感の緩和等を目的として、引き下げられてきまし
た。その後、再分配機能の回復を図るため、平成27年（2015年）分
以後については、課税所得4,000万円超の部分について45%の税
率が創設されました。

個人所得課税の税率などの推移（イメージ図）
昭和59年分～61年分 平成元年分～10年分 平成11年分～18年分 平成19年分～26年分 平成27年分～

所
得
税

所
得
税 +

 

個
人
住
民
税

給与収入

給与収入

給与収入

給与収入 給与収入給与収入

給与収入

給与収入

給与収入 給与収入

70%
50%

37% 40% 45%

88% 65%
50% 50% 55%

15段階 5段階 4段階 6段階 7段階

所得税

個人住民税

所得税

個人住民税
所得税

個人住民税
所得税

個人住民税 個人住民税
所得税

40%

43%
50%

30%

33%

33%

23%
20%

20%

10%

15%
10%

5%

所得税の負担の変化4

個人所得課税の実効税率の国際比較（夫婦子2人（片働き）の給与所得者）
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